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令和6年第1回（3月）定例会における

文教生活常任委員会について

●3月1日（金）と3月6日（水）に議案が審査され、

採決は3月6日（水）に行われました。

●15本の議案と1つの請願が審査され、
議案はすべて可決、請願は趣旨採択となりました。

●審査は9名からなる委員によって行われます。構成員は

川口（委員長）・三宅（副委員長）・浅谷・池田・
北山・坂本・中山・みとみ・持田の9名です。



議案の概要について

●患者数

外来患者数 ＝年間延べ21万8050人（1日あたり890人） を見込む

入院患者数 ＝年間延べ10万2784人（1日あたり282人） を見込む

議案第10号 令和6年度宝塚市病院事業会計予算 の審議について

●収益的収支

収入総額 134億7443万2000円

支出総額 138億5073万9000円 ※3億7630万7000円の赤字を想定

●資本的収支

収入総額 11億3284万6000円

支出総額 22億4927万3000円 ※11億1642万7000円の不足

※不足分は、過年度分損益勘定留保資金などでの補填を見込む



議案第10号 令和6年度宝塚市病院事業会計予算 の審議について

行われた質疑（大規模改修について）

・改修工事の内容は。また将来を見据えた改修工事の必要性は。

→天井ボード・壁・床などの貼り替えや、照明の更新（LEDライトへ）

などを行う。また将来展望については、新病院を見据えていることや、

費用面などの問題から、全面改修は行わずに最小限の工事とした。

・「宝塚市立病院経営強化プラン」には、経営黒字化が可能な状況だと記載

されている。その根拠は何か。

→使用できる病床数が、令和5年度から令和7年度にかけて増えてい

くためである（令和5年度当初が290病床であるのに対し、令和6

年度は320病床、令和7年度は350床の使用を見込む）。それに

伴って、医業収益も増えていくという想定をしている。



議案第10号 令和6年度宝塚市病院事業会計予算 の審議について

・看護キャリアセンター設置の趣旨は何か。また運営体制はどうなるか。

→設置の趣旨については、役職定年を迎えた看護師のキャリアを生

かし、次世代に繋いでいくことが目的である。運営体制について

は、現在、看護部で検討している段階である。

・基本方針を実践していく中で、幹部職員のひとつひとつの言動が非常に大事だ

と思われるが、このことについてどのように考えているか。

→経営面の改善を目指した声かけや、プラスを伸ばしマイナス

を減らすような声かけを意識している。幹部サイドでPDCA

を組み立てていきたいと考えている。

行われた質疑（基本理念・基本方針について）



議案第10号 令和6年度宝塚市病院事業会計予算 の審議について

・予算達成に向けた課題について、どのように認識しているか

→入院収益が減る中で目標を達成するためには看護師のマンパワーが必要

であり、これが最重要課題である。看護師の退職者数を減らし、新規採用

を増やしていきたい。また、時間外勤務手当などの費用削減も重要視する。

・宝塚市立病院経営強化プランのパブリックコメントに関して、まとめ方や

病院経営への反映などについてはどのように考えているか

→対応をまとめ（経営統括部・市）、審議し（経営強化プラン策定委員

会・市立病院改革検討会）、病院事業運営審議会に諮った上で、

都市経営会議に諮って市としてのプランを決定していく。

行われた質疑（その他）



議案第10号 令和6年度宝塚市病院事業会計予算 の審議について

審査の結果

・全員一致で可決となりました（議会に提出された令和6年度の病院事業会計

予算を、提出されたとおり認めることが妥当であると判断しました）。



議案の概要について

議案第46号 令和5年度宝塚市病院事業会計 補正予算（第4号）

の審議について

・令和5年度病院事業会計における収益的収入のうち、病院事業収益を

8億円増額し、予定額を141億8123万2000円とする。

→資本的収支不足額の補てん財源が、令和5年度は2億1954万3000円、

令和6年度は5億7975万5000円それぞれ不足する見込みであり、不足額の

合計は7億9929万8000円となる。この不足額を補填するための

財源として、収益的収入に市補助金を受け入れることとし、

他会計補助金を８億円増額する。



行われた質疑について

議案第46号 令和5年度宝塚市病院事業会計 補正予算（第4号）

の審議について

・今回、もし市の補填（補助金の支出）がなかったらどうなっていたのか？

→ 今回の補正額と同じ金額が不足額として予算計上されてしまうため、

地方公営企業法上好ましくない状態が発生してしまう。

・不足額を補填する方法として、貸付金ではなく補助金という方法を選択して

いるが、市と病院事業者との協議内容はどのようなものであったのか。

→ 病院側は資金を充分に確保したいという考えをもち、また

市側は補助金としての繰り出しを少なくしたいという考えを

もっている中で、今年と来年の病院経営を支えるための必要

最小限の額はいくらかというところをぎりぎりまで詰めて

8億円という額を決定した。



審査の結果

議案第46号 令和5年度宝塚市病院事業会計 補正予算（第4号）

の審議について

・全員一致で可決となりました（病院事業収益を8億円増額することが

妥当であると判断しました）。



議案の概要について

議案第32号 工事請負契約（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）
対策工事（その5））の変更 の審議について

・仮設工において、施工日数の短縮に伴う交通誘導員の減及び仮設通路資材

損料を減額する一方、崩壊土砂防護柵工において、崩壊土砂防護柵の鋼材価

格及び労務費の著しい上昇に伴う差額の発生のほか、作業構台工の数量増

などを行うことから、契約金額を3798万1900円増額し、2億5500

万6400円に変更しようとする。



議案第32号 工事請負契約（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）
対策工事（その5））の変更 の審議について

行われた質疑について

・原材料費の高騰について、あらかじめ想定することはできなかったのか。

→昨今の情勢をふまえて、契約金額の上昇は想定していたが、購入価格や

数量が施工業者から提示されてからでなければ差額の計算ができないため、

想定はできても最終価格の決定はできないものである。

・作業時に音がするため法面の保護材を変更するということだが、この問題点

はあらかじめ分からなかったのか。

→当初設計では、モルタル吹付による法面保護を予定していた。しかし、

その方法ではモルタルの圧送距離が長くなりすぎて施工できないと

いうことが分かり、法面シート張という方法に変更した。



審査の結果について

議案第32号 工事請負契約（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）
対策工事（その5））の変更 の審議について

・全員一致で可決となりました（契約金額を約3800万円増額すること

が妥当であると判断しました）。



議案第11号（執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する

条例の制定について）

その他の議案について

●全員一致で可決（１）

議案第18号（宝塚市援護資金貸付基金条例を廃止する条例の制定に

ついて）

議案第19号（宝塚市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について）

議案第20号（宝塚市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定について）



議案第21号（宝塚市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について）

その他の議案について

●全員一致で可決（２）

議案第22号（宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例及び宝塚市一般事務

手数料条例の一部を改正する条例の制定について）



議案第23号（宝塚市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について）

その他の議案について

●全員一致で可決（３）

議案第25号（宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について）

議案第26号（宝塚市立子ども発達支援センター条例の一部を改正する

条例の制定について）

議案第27号（宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について）



議案第47号（損害賠償の額の決定について）

その他の議案について

●全員一致で可決（４）

●賛成多数で可決

議案第24号（宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について）

請願について

●趣旨採択（全員一致）

請願第5号（介護ファミリーサポートセンターの存続を求める請願）



ご清聴ありがとうございました。

詳細資料は

で検索


